
2020年3月18日

Japan tax alert
EY税理士法人

2020年度シンガポール 
予算案

EYグローバル・タックス・アラート・ 
ライブラリー

EYグローバル・タックス・アラートは、オン
ライン/pdfで以下のサイトから入手可能
です。
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/
International-Tax/Tax-alert-library%23date

エグゼクティブサマリー
2020年2月18日、シンガポールの財務大臣は、財政年度2020（2020年4月1日
から2021年3月31日まで）のシンガポール予算案（以下、「2020年度予算案」）
を公表しました。

不透明な先行きと経済の停滞への対抗策として、2020年度予算案は、テクノロ
ジー、イノベーション、企業のグローバル及びアジアのハブとしてのシンガポール
の地位を強化することを目的とした、ビジネス面を重視した様々な税制改正及び
措置が公表されました。

2020年度予算案における主な税制改正案につきましては、以下の通りとなり 
ます。

http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/International-Tax/Tax-alert-library%23date
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解説
シンガポール税制の競争力の強化
シンガポール税制の弾力性と競争力を強化するために、様々
な税制上の優遇措置が延長、拡充、及び/又は強化されまし
た。対象となる主な優遇税制・措置は、以下の通りとなります。

• 金融・財務センター（FTC）スキーム

• グローバルトレーダープログラム（GTP）

• 海事セクターインセンティブ（MSI）

• 預入証拠金の利子に対する源泉徴収税の免除

• 保険業、ベンチャーキャピタルファンド、ベンチャーキャ 
ピタルファンド管理会社に対する税務上の優遇措置

また、2020年度予算案では、既存の企業の事業拡大を支援
するスキームの強化も提案されました。さらに、特にスタート
アップ企業及び中小企業の支援を目的とした、多くの新しい
スキームとパイロットプログラムも導入されました。様々なス 
キームの導入により、資金面での優遇の享受、及びデジタル
分野における市場の開拓が可能となりました。

普通株式の譲渡益に対する免税措置
一般的に、シンガポールにおいては、キャピタルゲインに対し
て課税が行われませんが、課税の有無を検討するにあたり、
当該キャピタルゲインが収益的な性質を有するものか、資本
的な性質を有するものかを最初に検討する必要があります。
この判定は、個々の取引における事実関係及び状況等を考慮
し、総合的な判断を基に行われるため、必ずしも簡単なもので
はなく、不確実性を伴います。これに対し、再編を検討する企
業に対して、事前段階において、税務上のポジションの確実性
を確保することを目的として、一定の要件を充足する普通株
式の譲渡により生じたキャピタルゲインを免税とする措置が
2027年12月31日まで延長されました。一方、不動産関連事
業に対する税務処理との整合性を確保するため、当該免税措
置は、シンガポール国内及び国外に所在する不動産の売買、
保有又は開発事業を行っている非上場法人の株式の譲渡に
対しては適用されません。

企業の事業活性化のための臨時措置
2020年度予算において、企業を資金面から支援するいくつ
かの臨時措置が提案されました。主な臨時措置につきまして
は、以下の通りとなります。

• 賦課年度（Year of assessment（以下、「YA」））2020につ
いては、15,000シンガポールドル（10,700米ドル）を上限
として法人税の25%が減免されます。

• 法人税の繰戻還付制度が拡充され、YA 2020において一
定の要件を充足する場合には、100,000シンガポールドル
（71,400米ドル）を上限として、直近3事業年度（現行は 
1事業年度）にわたり、法人税の繰戻還付の適用が可能と
なりました。

• YA 2021中に取得する機械設備に対する税務上の減価償
却（キャピタルアローアンス）の償却期間を2年とする選択
が可能となりました。これによりYA 2021において取得額
の75%、YA 2022において残りの25%の早期償却が可能
となりました。

• YA2021中に改修及び改装のために発生した適格支出を
有する場合、税務上の償却期間について現在の3事業年度
ではなく、1事業年度において即時償却を行う選択が可能
となりました。上記の適格支出の上限は、30万シンガポー
ルドル（214,200米ドル）となります。



3Japan tax alert   2020年3月18日  |

メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジン
にて配信しております。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. http://www.eytax.jp/mailmag/ を開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がござい
ます。

@EY_Japan
最新の税務情報を配信しています。

本アラートに関するお問い合わせは、下記担当者までご連絡ください。

EY税理士法人
野本 誠 パートナー makoto.nomoto@jp.ey.com

EY Corporate Advisors Pte. Ltd., Singapore
Pui Ming Soh パートナー pui.ming.soh@sg.ey.com
Swee Thiam Teh パートナー swee-thiam.teh@sg.ey.com
篠崎 洋樹 アソシエートディレクター hiroki.shinozaki1@sg.ey.com
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EYについて
EYは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーなどの分野における世界的なリーダー
です。私たちの深い洞察と高品質なサービスは、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私
たちはさまざまなステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出していきます。そう
することで、構成員、クライアント、そして地域社会のために、より良い社会の構築に貢献します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、もしくは
複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・ 
グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。EYによる
個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有する権利について
は、ey.com/privacy をご確認ください。EYについて詳しくは、ey.com をご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、組織再編
や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワークを駆使して、
各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わせて税務の最適化
と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しくは、www.eytax.jp をご覧 
ください。
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
ブランド、マーケティング アンド コミュニケーション部
tax.marketing@jp.ey.com


